
在沖米海兵隊少佐によるひき逃げ事件に対する抗議決議 

 

 １２月４日午前５時ごろ、沖縄市美里の県道７５号線で在沖米海兵隊員キャンプ・コートニ

ー所属の少佐（４０）が前方を走行していた男性のバイクに接触・転倒させ、意識不明の重体

となったひき逃げ事件で書類送検された。沖縄県警によると、容疑者は、任意での事情聴取に

対し「事故が怖くて逃げた」と事件への関与を認めたが、逃走等の恐れがないとして身柄の引

き渡しを求めず、米軍海兵隊の監視下に置かれている。 

 少佐という指導的な立場にありながら、ひき逃げという大変悪質な愚行で、到底許しがたい。

また、起訴前は原則的に米側に委ねられるという日米地位協定は改定すべきである。 

 この事件を前後し北谷町内では、住居侵入事件や公務執行妨害容疑、酒気帯び運転での逮捕

が相次ぎ、うるま市、宜野湾市においても飲酒絡みの米兵による事件・事故が続発しており、

繰り返される愚行に周辺住民は不信感と憤りを募らせている。 

在日米軍は、これまで米兵による事件・事故について綱紀粛正の一環として軍人・軍属の外

出・基地外飲酒を制限する米軍の勤務時間外行動指針（リバティー制度）の強化を示し、これ

までも同制度の強化と緩和が繰り返されてきた。１１月２６日には、米軍による事件・事故が

減少したとして同制度を緩和するとの報告がなされたばかりにも拘らず、このような事件が頻

発する現状において、米兵の管理・教育が徹底されていないことの表れであり、米軍内部の組

織統制が取られていない証拠である。 

本町議会は、在沖米軍人による度重なる事件や事故のたびに米軍当局や関係機関に対し、厳

重に抗議し、綱紀粛正及び再発防止を要求してきたが、全く改善されず極めて遺憾である。日

米地位協定に基づく特権意識とさえ疑わざるを得ない。 

よって、北谷町議会は、町民の生命、財産、安全を守る立場から関係機関に対し、厳重に抗

議するとともに、下記事項について速やかに実現するよう強く要求する。 

 

記 

 

１ リバティー制度の緩和を取り消し、規制を継続すること。 

２ 日米地位協定を速やかに改定すること。 

３ 米軍人、軍属の綱紀粛正を徹底すること。 

４ 事件の再発防止と具体的な解決策を日米両政府で作成し、早期公表を行うこと。 

 

 以上、決議する。 

 

  平成２６年１２月２５日 

              沖縄県中頭郡北谷町議会 

 

あて先 

駐日米国大使  在日米軍司令官  第３海兵遠征軍司令官  在沖米四軍沖縄地域調整官 

在沖米国総領事  嘉手納基地第１８航空団司令官 



在沖米海兵隊少佐によるひき逃げ事件に対する意見書 

 

 １２月４日午前５時ごろ、沖縄市美里の県道７５号線で在沖米海兵隊員キャンプ・コートニ

ー所属の少佐（４０）が前方を走行していた男性のバイクに接触・転倒させ、意識不明の重体

となったひき逃げ事件で書類送検された。沖縄県警によると、容疑者は、任意での事情聴取に

対し「事故が怖くて逃げた」と事件への関与を認めたが、逃走等の恐れがないとして身柄の引

き渡しを求めず、米軍海兵隊の監視下に置かれている。 

 少佐という指導的な立場にありながら、ひき逃げという大変悪質な愚行で、到底許しがたい。

また、起訴前は原則的に米側に委ねられるという日米地位協定は改定すべきである。 

 この事件を前後し北谷町内では、住居侵入事件や公務執行妨害容疑、酒気帯び運転での逮捕

が相次ぎ、うるま市、宜野湾市においても飲酒絡みの米兵による事件・事故が続発しており、

繰り返される愚行に周辺住民は不信感と憤りを募らせている。 

在日米軍は、これまで米兵による事件・事故について綱紀粛正の一環として軍人・軍属の外

出・基地外飲酒を制限する米軍の勤務時間外行動指針（リバティー制度）の強化を示し、これ

までも同制度の強化と緩和が繰り返されてきた。１１月２６日には、米軍による事件・事故が

減少したとして同制度を緩和するとの報告がなされたばかりにも拘らず、このような事件が頻

発する現状において、米兵の管理・教育が徹底されていないことの表れであり、米軍内部の組

織統制が取られていない証拠である。 

本町議会は、在沖米軍人による度重なる事件や事故のたびに米軍当局や関係機関に対し、厳

重に抗議し、綱紀粛正及び再発防止を要求してきたが、全く改善されず極めて遺憾である。日

米地位協定に基づく特権意識とさえ疑わざるを得ない。 

 よって、北谷町議会は、町民の生命、財産、安全を守る立場から関係機関に対し、厳重に抗

議するとともに、下記事項について速やかに実現するよう強く要請する。 

 

記 

 

１ リバティー制度の緩和を取り消し、規制を継続させること。 

２ 日米地位協定を速やかに改定させること。 

３ 米軍人、軍属の綱紀粛正を徹底させること。 

４ 事件の再発防止と具体的な解決策を日米両政府で作成し、早期公表を行わせること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２６年１２月２５日 

              沖縄県中頭郡北谷町議会 

 

あて先 

衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  外務大臣  防衛大臣 

沖縄及び北方対策担当大臣  外務省特命全権大使（沖縄担当）  沖縄防衛局長 


